
Ver.202603 

 

 

 

一般競争入札 事後審査の手引き（建設工事以外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石岡市総務部契約検査課 
  



１ 事後審査とは 

  事後審査とは、一般競争入札において第１位の落札候補者となった事業者

に対して入札公告で定める入札参加資格要件を確認し、落札者を決定するた

めに行う事務手続きです。 

 

２ 事後審査の流れ 

 

入札により第１位の落札候補者が決定 

 

 

 

石岡市総務部契約検査課から第１位の落札候補者へ入札結果の電話連絡及び

落札候補者通知をＦＡＸにより送付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石岡市総務部契約検査課で提出された資料の審査 

 

 

 

落札決定 

事後審査資料の作成 

インターネット環境に 

不具合がある場合など 

紙媒体（ＦＡＸ）による資料作成 入力フォームによる資料作成 

事後審査資料の提出 

資料に補正が必要な場合

は追加資料の提出 



３ 資料作成の留意事項 

 （１）事後審査資料の提出については、参加申請書類等に必要事項を記載する事項を入力

フォームに入力することにより資料を提出する方法を原則とします。（インターネット環

境の不具合など特別な場合を除く） 

従来の参加申請書のワードデータに必要事項を記載して提出する方法では参加申請資

料の記載漏れや旧様式を使用することによる資料の補正が１年を通して多く発生してお

り、落札候補者となられた事業者の落札決定までに時間を要している原因のひとつとな

っております。「システムを使ったことがない」、「今までどおりのほうが早く提出できる」

などシステムの利用に不安がある事業者の方は契約検査課へご連絡いただければ入力方

法などのご説明をさせていただきます。落札候補者決定から契約締結までの時間を短縮

するためにもご協力をお願いします。 

（２）落札候補者となってから資料の提出までが１日と短い期間で資料の作成及び添付

資料の準備をすることになります。入札参加申請時から開札日までに応札した案件の事

後審査資料を準備するなど速やかに落札者が決定できるようにしてください。 

（３）落札候補者となってから資料の提出締め切りまでの期間については、事後審査資料

の提出及び補正がいつでも対応できる体制を整えてください。落札候補者が期日までに

事後審査資料を提出しない場合、指名停止等の措置を行うことがありますのでご注意く

ださい。 

 

 

  



４ 入力フォームによる資料作成の手順 

①石岡市ホームページ（トップページ）＞ しごと・産業・まちづくり ＞ 市が発注する仕事 ＞ 一般競争入札 ＞ 事後審査について  

  

 

ここをクリック 



②石岡市ホームページ 事後審査について それ以外の案件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ここをクリック 



③入力フォーム 

会社名及び会社所在地を入力します 

 

 



④入力フォーム 

会社電話番号、会社ＦＡＸ、会社代表者氏名、会社代表者役職名を入力します。（担当者の入力は任意） 

 

 



⑤入力フォーム 

入札案件名を入力し、地方自治法施行令及び指名停止措置の該当の有無のラジオボタンをクリックします 

 

 

令和〇年度 〇〇業務委託 

記載例 



⑥入力フォーム 

重大な過失事故及び不正・不誠実な行為、市税の納付状況の有無のラジオボタンをクリックします 

 

 



⑦入力フォーム 

落札決定した場合の契約保証金の納付方法について、該当する方法のラジオボタンをクリックします。 

※この入力で「免除申請書提出予定」を選択していた場合でも、落札決定後の免除申請書審査で要件該当と認められない

場合は現金納付となりますのでご注意ください。 

※「石岡市建設コンサルタント業務執行規則第３条第２項により免除予定（請負に付する額が 500 万円未満）」は、石岡

市建設コンサルタント業務執行規則第２条第１項各号に定める業務で請負に付する額が 500万円未満の場合に限ります。 

 

 



⑧入力フォーム 
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個別告示の「落札候補者の事後審査」で提出を求められている資料について、こちらに添付してください。 



個別告示文 ９ 落札候補者の事後審査 （２）提出書類について 

【個別告示文 ２ 競争入札参加資格 において「～を完了させた実績を有すること」等、

実績の条件がある場合】 

⚫ 契約書の写し 

⚫ その他補足資料 

※個別告示に記載されている実績条件（発注者、内容、期間等）について、契約書写し

だけで確認ができない場合は仕様書や設計書等を補足資料として添付してください。 

 

【個別告示文 ２ 競争入札参加資格 において「～の登録をうけていること」等、資格や

登録状況等の条件がある場合】 

⚫ 登録証・資格証の写し 

 




